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10
月
23
日
（土）
〜
24
（日）

午

前
10
時
〜
午
後
4
時

◇
場
所

県
庁
1
階
県
民
ホ
ー
ル

◇
対
象

県
民

◇
入
場
料

無
料

◇
内
容

最
新
の
Ｉ
Ｔ
関
連
機
器
を

紹
介
す
る
「
ハ
イ
テ
ク
機
器
展
示

コ
ー
ナ
ー
」、
デ
ジ
タ
ル
放
送
・
Ｇ

Ｉ
Ｓ
・
パ
ソ
コ
ン
入
力
を
体
験
で

き
る
「
Ｉ
Ｔ
体
験
コ
ー
ナ
ー
」、
市

町
村
等
の
取
り
組
み
を
紹
介
す
る

「
ｅ
ま
ち
づ
く
り
コ
ー
ナ
ー
」、

豪
華
景
品
の
当
た
る
「
お
楽
し
み

ぐ
ん
ま
情
報
化
フ
ェ
ア

に
お
越
し
く
だ
さ
い

県
庁
職
業
能
力
開
発
課
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▼
11
月
13
日
（土）

午
前
10

時
30
分
〜
午
後
4
時

▼
11
月
14
日
（日）

午
前
10
時
〜
午

後
3
時

◇
場
所

県
庁
県
民
広
場
・
県
民
ホ

ー
ル

◇
内
容

技
能
士
会
コ
ー
ナ
ー
、
職

業
能
力
開
発
施
設
コ
ー
ナ
ー
、
群

馬
県
職
業
能
力
開
発
促
進
大
会
、

ぐ
ん
ま
の
食
べ
も
の
コ
ー
ナ
ー
、
ス

テ
ー
ジ
コ
ー
ナ
ー

Ｐ
Ｒ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w
2.

gunm
anet.ne.jp/g-vada/festival

も
の
づ
く
り
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
２
０
０
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群
馬
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室
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平
成
16
年
度
の
群
馬
県
最
低
賃
金

が
、
1
時
間
6
4
5
円
に
改
正
と
な

り
、
10
月
1
日
か
ら
適
用
に
な
り
ま

し
た
。

こ
の
賃
金
は
、
群
馬
県
で
働
く
す

べ
て
の
労
働
者
、
そ
の
使
用
者
に
適

用
さ
れ
ま
す
が
、
ほ
か
に
産
業
別

（
鉄
鋼
・
一
般
機
械
・
電
気
・
輸
送
）

最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
群
馬
労
働
局
へ

群

馬

県

最

低

賃

金

１

時

間

６

４

５

円

Ｑ

裁
判
員
は
、
ど
ん
な
事
件
に

参
加
す
る
の
？

Ａ

殺
人
罪
、
強
盗
致
死
傷
罪
、

放
火
罪
な
ど
の
重
大
事
件
で
す
。

Ｑ

裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
と
ど

の
く
ら
い
の
期
間
、
裁
判
所
へ
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
？
　

Ａ

多
く
の
裁
判
は
、
数
日
間
で

終
わ
り
ま
す
。
裁
判
所
と
し
て
も

充
実
し
た
裁
判
を
行
い
、
国
民
の

皆
さ
ん
の
負
担
を
軽
く
す
る
よ
う

に
努
力
し
て
い
き
ま
す
。

Ｑ

私
は
法
律
を
知
ら
な
い
け
れ

ど
も
大
丈
夫
な
の
？

Ａ

裁
判
員
の
仕
事
を
し
て
い
た

だ
く
の
に
必
要
な
知
識
、
例
え
ば
、

裁
判
員
の
権
限
や
、
刑
事
裁
判
の

基
本
的
な
ル
ー
ル
、
法
律
の
内
容

な
ど
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
が
て

い
ね
い
に
分
か
り
や
す
く
説
明
し

ま
す
の
で
、
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

Ｑ

裁
判
員
に
な
る
こ
と
は
辞
退

で
き
な
い
の
？

Ａ

広
く
国
民
の
皆
さ
ん
に
参
加

し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
の
で
、

基
本
的
に
辞
退
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
学
生

裁
判
員
制
度
Ｑ
＆
Ａ
②

は
じ
め
ま
し
て
裁
判
員
制
度

抽
選
コ
ー
ナ
ー
」、
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ

ン
前
で
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど

や
70
歳
以
上
の
か
た
は
辞
退
で
き

ま
す
し
、
病
気
や
介
護
な
ど
の
事

情
で
裁
判
所
に
来
る
こ
と
が
難
し

い
と
認
め
ら
れ
た
か
た
も
、
辞
退

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｑ

経
済
的
な
補
償
は
し
て
も
ら

え
る
の
？
　

Ａ

旅
費
や
日
当
な
ど
が
支
給
さ

れ
ま
す
。

な
お
、
法
律
に
よ
っ
て
裁
判
員

の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
時
間

は
職
場
を
離
れ
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
雇
用
主
は
、

裁
判
員
の
職
務
を
行
う
た
め
に
休

暇
を
と
っ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
と

し
て
、不
利
益
な
取
扱
い
を
し
て
は

な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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